
政府の有識者会議で中間報告 

外国人の人材育成による国際貢献を目的

とした「技能実習制度」の在り方を検討す

る政府の有識者会議は現行制度の廃止を検

討し、代わりに「人材確保」と「人材育成」

目的とする新制度の創設を提言しました。 

外国人が日本で働きながら技術を学ぶ技

能実習は発展途上国の人材育成を通じた国

際貢献を目的とする一方、実態は労働環境

が厳しい業種を中心に人手を確保する手段

になっています。技能実習制度は平成 5 年

の創設当時より安価な労働力を確保する手

段として悪用されることがあり、低賃金や

割増賃金不払いなどのトラブルが多く発生

していました。目的と実態がかけ離れてい

るといった指摘があります。 

新たな方向性 

新たな方向性としては「制度目的（人材

育成を通じた国際貢献）と実態(国内での人

材確保や人材育成)を踏まえた制度の在り

方」「外国人が成長しつつ、中長期的に活躍

できる制度（キャリアパス）の構築」「受け

入れ見込み数の設定の在り方」「転籍の在り

方」「管理監督や支援団体の在り方」「外国

人の日本語能力向上に向けた取り組み」な

どの論点について現状の課題と新制度にお

ける改善の方向や仕組みなどを提案。キヤ

リアパスでは「特定技能」に移行しやすく

なるよう職種をそろえる方向です。 

新制度でも人材育成機能は維持し原則不

可だった転籍については緩和する方向が示

されています。 

一方、新制度で転籍が認められるのは良

い面もありますが、企業側も外国人労働力

に重要な役割を担ってもらっています。費

用負担も相応にしているので、地方の小規

模事業者などは都市部へ流出されされてし

まうのではとの不安があるといいます。 

監理団体は要件の厳格化 

技能実習生の「監理団体」や登録支援機

関は存続したうえで認定要件を厳格化する

としています。悪質な送り出し機関の排除、

監理団体は受け入れ企業や外国人への支援

などの機能を適切に果たせる優良な団体の

みが認められるようにするとしています。

監理団体は定期的に企業を監査し、法令遵

守チェックをするよう義務付けられていま

す。この機能の大幅な強化・厳格化が必要

でしょう。 
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技能実習制度の廃止 

新制度へ移行を求める 

技能実習生は22年

6 月 時 点 で 33 万

人、56％がベトナ

ム人です 
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